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苫小牧市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画（素案）に対するパブリックコメント 

 

第１章 「計画の策定にあたって」に関すること 

ＮＯ 件数 ページ 素案の掲載事項 寄せられたご意見の概要 ご意見に対する市の考え方 

１ １ ２ 

 

２ 計画の根拠と位置づけ 

（２）計画の位置づけ 

H30 年の社会福祉法の改正や地域包括ケア、地域

共生社会の実現に向けた包括的支援体制に向けて動

き出すとき、図表１－２自体の追加や修正が必要なので

は？ 

社会福祉法に位置付けられた苫小牧市

地域福祉計画を踏まえ策定しておりますの

で、ご意見の地域包括ケア等についても包

括しております。 

 

第２章 「苫小牧市の状況」に関すること 

ＮＯ 件数 ページ 素案の掲載事項 寄せられたご意見の概要 ご意見に対する市の考え方 

２ １ ７ ２ 第６期計画の総括 

（１）地域包括ケアシステムの構築に関

する事 

 

 

 

 

 

H27 度に定期巡回・随時対応型訪問介護看護を整

備しました。 

確かに１ヶ所はある。しかし１ヶ所だけで自宅で終末

期を迎えたい方等をどうやって支える事ができるのだろ

うか？ また、P49 を含め計画に総括が反映されていな

いのではないでしょうか？ 

 

自宅で終末期を迎えるためには、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護を含め在宅医

療の充実が重要と考えております。 

第７期計画中に、在宅医療介護連携推進事

業において、関係機関と連携を取りながら検

討してまいりたいと考えております。 



2 

 

    認知症初期集中支援チーム員を各包括に配置、確

かに配置はされているが、兼務での機能は有効に働      

いているのだろうか？ 

また、チーム員である医師の役割は果たされているの

でしょうか？ 

認知症地域支援推進員は２つの包括がバラバラな動

きや日常生活圏域に対しても偏った介入をしていると思

われる。P57 を進める上で市の介入が必要なのではな

いでしょうか？ 

認知症ケアパスについても、詳しい判断ができる病院

（王子総合病院、とまこまい脳外等）が漏れていたり、認

知症専門医やサポート医があきらかにされていないこと

や介護老人保健施設での認知症専門棟や若年性の方

等を含む経済的支援（障害年金、特別障害者手当等）

が大切と思われる。抜けないよう精査が必要なのではな

いでしょうか。 

認知症サポーター養成講座や認知症見守りたい養成

講座は行っても養成に見合う活動の場づくりが同時進

行で計画されなければもったいないのでは。 

認知症初期集中支援チームとしての機能

が有効に働くよう、地域包括支援センター及

びチーム員の役割を担っている医師と連携を

図りながら進めていきたいと考えております。 

認知症施策を推進するため、認知症地域

支援推進員と引き続き連携してまいります。                                 

認知症ケアパスは、関係機関と協議し作

成いたしました。今後も意見をいただきなが

ら随時修正していく予定でおります。 

   認知症施策の重要性は認識しており、認

知症専門棟や経済的支援等については国

の動向を注視してまいります。 

  認知症サポーターや認知症見守りたいの

活動の場づくりについては、今後も認知症地

域支援推進員等と連携し検討してまいりま

す。 



3 

 

３ １ ７ ２ 第６期計画の総括 第６期計画の総括やＰ１２アンケート調査結果による

重要かつ必要な視点がＰ３０以降に十分反映されてお

らず検討や統合された計画づくりが不十分と思われま

す。 

ご意見のとおりアンケート結果につきまし

ては、課題をまとめ施策へ反映するよう変更

させていただきました。 

４ １ １４ ４ アンケート調査結果 

（１）日常生活圏域ニーズ調査 

「移動手段の確保がより重要になってきます。」他人ご

とではなくどういった手段を見出すことができるか真剣

に具体的な検討をしなければ、いつまでたっても変わら

ず「移動手段の確保がより重要になってきます。」のまま

になってしまうのではないでしょうか？ 

ご意見のとおり、移動手段につきましては

課題となっている部分でありますので、関係

部局と検討してまいります。 

 

第３章 「高齢者施策の将来ビジョン」に関すること 

１ 平成 37年（2025年）の将来像 

ＮＯ 件数 ページ 素案の掲載事項 寄せられたご意見の概要 ご意見に対する市の考え方 

５ １ ２４ １ 平成３７年（2025年）の将来像 

（１）高齢者人口の動向と見込み 

2025 年までの推計となっているが、苫小牧市は

2030 年まで高齢者人口が増加する予測ではなかった

か。ピーク時までの推計をベースにしなければ、施策の

将来ビジョンは描けないのではないか。 

第６期計画においても平成 37 年（2025

年）を目標に策定しておりますので、第７期

計画も同様にこの年代に向けて策定してお

ります。国の計画作成指針において平成 37

年度の推計及び第７期計画の目標を記載す

ることになっており、道の介護保険事業（支

援）計画、医療計画との整合性を図っており

ます。 
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４ 地域包括ケアシステムの深化・推進にむけて 

ＮＯ 件数 ページ 素案の掲載事項 寄せられたご意見の概要 ご意見に対する市の考え方 

６ １ ３０ （１）日常生活圏域について 今後地域を重要視するとき、日常生活圏域につい

て、小・中学校区や民生委員の地区協議会等の不都合

を手直しすることでより取り組み易くなるのではないでし

ょうか？ 

日常生活圏域の考え方は高齢者人口によ

り判断していることから、小中学校区や民生

委員の地区協議会等との整合性は難しいも

のと考えます。 

７ 

 

１ ３０ （１）日常生活圏域について 日常生活圏域別人口は示されているが、推計が示さ

れておらず、将来に向けた地域包括支援センター数や

地域づくりには欠かせない資料ではないか。 

高齢者人口は上昇傾向が続きますが、圏

域別人口は 5千人から 8千人を維持してい

ることから現行の圏域とセンター数を維持し

てまいります。 

 

第４章 「高齢者福祉施策の推進」に関すること 

【基本施策１】健康寿命の延伸 

ＮＯ 件数 ページ 素案の掲載事項 寄せられたご意見の概要 ご意見に対する市の考え方 

８ １ ３２ 具体的な施策 

（1）生活習慣病の発症予防・重症化

予防 

転倒予防の重要性に対して、「はつらつ体操」等、有

効な体操や運動を市が指定しあらゆる場面を活用し積

極的に全市で浸透を図るなどの取り組みが必要では？ 

「はつらつ体操」については、老人クラブ等

普及を図っているところですが、引き続き内

容の検討含めた普及啓発に努めます。 
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９ １ ３４ 具体的な施策 

（1）生活習慣病の発症予防・重症化

予防 

ヘルスプロモーション事業 

住民の健康増進や介護予防の観点からも今後重要

な事業であると考える。健康教室開催のみではない施

策を期待したい。 

 住民の健康増進については、第 2次健康

増進計画において、様々な取組事業を掲げ

ており、本計画との調和を図り展開していき

たいと考えております。 

 

 

【基本施策２】自立支援・介護予防・重度化防止の推進 

ＮＯ 件数 ページ 素案の掲載事項 寄せられたご意見の概要 ご意見に対する市の考え方 

１０ １ ３５ 具体的な施策 

（1）介護予防・日常生活支援総合事

業の推進 

新総合事業における介護予防訪問介護・通所介護

の位置付けについては、きちんと苫小牧市の基本的姿

勢について記載された方が良いのではないか。 

事業者への説明は終えているが、市民向けに丁寧な

わかりやすい説明が不足しているように思われる。 

また、移送や除雪など高齢者の「いのちと安全」に係る

サービス内容についても生活支援メニューの中に追記で

きるよう、環境整備をしてほしい。今後、買い物困難や

通院困難など独居・夫婦のみ世帯の移送や除雪などの

サービスの必要な要支援者が増加していくものと思わ

れ、中・長期の公的支援の在り方も示していただきた

い。 

第７期計画は包括ケアシステム構築に向

けての施策に位置付けられた事業となってお

り、介護予防・日常生活支援総合事業の具

体的な内容については、主な取組に記載し

ております。今後も周知方法を検討し、わか

りやすい市民周知に努めてまいります。 

 移送や除雪などの具体的な取組について

は、個々の事業の中で検討してまいります。 
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１１ １ ３５ 具体的な施策 

（1）介護予防・日常生活支援総合事

業の推進 

変化著しく複雑化する事業については、地域住民・利

用者・家族・事業者・関係団体等に対する周知活動も

（パンフレット作成のみではなく）事業に盛り込まれて良

いのではないか。 

地域住民の活動やボランティア活動は総合事業、地

域包括ケアにとって必要不可欠なものであり、社協のみ

ではなく市としても施策を展開する必要があるのではな

いか。 

 周知活動について事業として計画には入

れておりませんが、様々な機会を通じて市民

周知を行ってまいりたいと考えております。 

 地域住民の活動やボランティア活動につい

ては、社会福祉協議会を含め関係機関と連

携、協力して取り組んでまいります。 

１２ １ ３８ 具体的な施策 

（２）生活支援体制の整備 

地域で支え合う福祉を実現するためには生活支援コ

ーディネーターの活動範囲を高齢者だけでなく、全ての

世代に対象を拡大すべきではないでしょうか？ 

支援の担い手を幅広く養成・発掘していく

ことで地域全体の福祉を育むことが重要と

考えておりますので、今後は幅広い世代への

働きかけについて、検討してまいります。 

１３ １ ４３ 具体的な施策 

（４）多様な活動への参加促進 

すぐに対応でき、介護保険制度だけではカバーできな

い方々に対する有償ボランティアの活用が拡がっている

点、市の「生活支援モデル事業」について何も触れてい

ないことは、当該法人・事業者として残念。 

第７期で引き続き有償ボランティア等々、インフォーマ

ルなサービスをどう構築し、生活支援体制を含む多様な

活動を発展させていくのかといったビジョンについても

示していただきたい。 

 生活支援モデル事業について、第７期計

画では介護予防・日常生活支援総合事業に

移行しております。 

 生活支援体制については、地域での支え

合いの体制構築のため、生活支援コーディネ

ータ―を中心として、地域のニーズを把握し

ながら進めていきたいと考えております。 
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【基本施策 3】安心と信頼の介護保険制度の推進 

ＮＯ 件数 ページ 素案の掲載事項 寄せられたご意見の概要 ご意見に対する市の考え方 

１４ １ ４５ 具体的な施策 

（１）介護保険サービスの提供の充実 

 

 

 

現在は、特養が要介護３以上でなければ入所できな

い為、待機者が多くなり小規模多機能施設等地域密着

サービスが今以上に必要となるが、第７期計画に整備

予定が無いのはなぜか。 

介護保険サービスの提供体制の更なる充実が必要で

はないか。 

第７期計画内においては、各施設の待機状

況等踏まえ、各社会福祉法人や事業所など

の意向調査を基に検討した結果、特別養護

老人ホームや地域密着型サービスではグルー

プホームの施設整備を見込んでおります。 

今後の提供体制につきましては需要と供給

のバランスを検討しながら、将来の動向も勘

案しつつ判断していきたいと考えております。 

１５ １ ４７ 具体的な施策 

（２）サービスの質的向上・介護人材の

確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者増に伴う、介護職員の確保について即効性

のある取り組みは難しいが、例えば、高校生の介護保

険施設等での１日体験実習など、次世代の関心を醸成

するような取り組みを社協と共催するなどしてはどうか。

2025年には全国で 37万人の不足。道内では１，２万

人見込まれる。 

従来行われている社協のふくし職場の説明会を再編

し、苫小牧市も共催して「介護職員合同就職説明会」を

開催するなど、広報・周知をバックアップし、シニア世代

も取り込む等の方策が重要。高齢者が地域で安心して

暮らせるよう、受け皿拡大の態勢を整備する必要があ

る。 

 介護人材の確保については重要と考えて

おり、生活支援サポーター養成研修等で新

たな担い手を継続して養成し、社会福祉協

議会の福祉人材バンクなどともタイアップす

るとともに、国や北海道の介護人材確保の

施策などのＰＲも含め活用の促進を図り、介

護人材の確保につなげていきたいと考えて

おります。 
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１６ １ ４７ 具体的な施策 

（２）サービスの質的向上・介護人材の

確保 

 

 

追加として通所介護連絡会が立ち上がっています。

他に漏れは？ 

GH や地域密着型通所介護等の運営推進会議への

市職員の出席の取扱いは？ 

 

 ご意見のとおり、通所介護連絡会を追記さ

せていただきました。 

 運営推進会議について、具体的な内容は

計画には記載しておりませんが、今後も運営

推進会議に出席し、事業所との連携を図っ

てまいりたいと考えております。 

１７ １ ４７ 具体的な施策 

（2）サービスの質的向上・介護人材の

確保 

主な取り組みについて、評価・点検できる仕組みの構

築と記載されているが、今まではどうしてきたのか。これ

からどう構築していくのか具体的に記載できないか。 

介護人材の確保について、苫小牧市の事業所におい

て介護人材不足は深刻であり早急に対応しなければな

らない項目である。介護職員就業支援事業の継続のみ

では何らの有効手段とは言えず、協議体を作る等の積

極的な対応が必要である。 

 第６期計画では、地域包括支援センターで

毎年度事業計画及び実績報告を作成し、地

域包括支援センター運営協議会において評

価しておりました。計画は方向性を示すもの

となりますので、第７期計画において新たな

評価等の内容については記載しておりません

が、従来の方法を見直し、新たに作成した地

域包括支援センター自己評価票を踏まえ実

施してまいります。 

 ご意見のとおり介護人材の確保については

課題であり、介護職員就業支援事業は開始

したばかりの事業であることから、経過をみ

ながらどのような手段や手法が効果的なの

か分析しながら検討してまいりたいと考えて

おります。 
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１８ １ ４７ 具体的な施策 

（２）サービスの質的向上・介護人材の

確保 

 

居宅介護支援事業所の許認可が平成 30 年から都

道府県から市町村に移管されるのに伴い、全体的なケ

アマネの質の向上については、地域包括支援センター

任せにするのではなく、評価指標が見えるよう実地指導

やケアプラン点検等を含め、保険者機能を活性化する

方策について、どのような意向を持たれているかお示し

いただきたい。 

平成 30年度から権限委譲されるため居宅

介護支援事業所につきましても実地指導を

行ってまいります。 

また、地域包括支援センターの基本的な機

能であるケアマネジメント支援業務の機能強

化のため連携を図ってまいります。 

１９ １ ４７ 具体的な施策 

（２）サービスの質的向上・介護人材の

確保 

 

特別養護老人ホームの設置において、待機者の視点

だけではなく介護職等の人的供給も見据えなければ、

多くの無駄や派生する問題を引き起こす要因となってい

るのではないだろうか？（定員まで入居させられない・在

宅の介護職不足等） 

 特別養護老人ホームの設置については、

待機者の状況や市民ニーズ等を踏まえ、第７

期計画では 100 床の施設整備を行うことと

しております。なお、待機者の解消を図ると

共に、安定的な介護サービスの提供を図る

必要があることから、施設の介護人材の確

保も含め取り組みを進めてまいりたいと考え

ております。 

２０ １ ４７ 具体的な施策 

（２）サービスの質的向上・介護人材の

確保 

 

生活支援サポーター養成研修は、その時間数や内容

で、果たしてそのサービス実用的の担い手となり得るの

だろうか？  

また、高齢者だけでなく障がいの方へも対応できる養

成が求められるのでは？ 

さらに、受講された方の勤務場所の確保への取り組

みが必要ではないでしょうか？ 

生活支援サポーターは総合事業Ａ型のサ

ービスの担い手として位置づけております。 

また、勤務場所の確保については、様々

な事業者等に参入していただけるよう、継続

的に周知してまいります。 
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２１ １ ４９ 具体的な施策 

（３）介護に取り組む家族等介護者へ

の支援 

 具体的なものが見えてこない。 介護者ニーズを把握しながら家族等介護者

への支援を進めてまいります。 

２２ １ ５０ 具体的な施策 

（３）介護に取り組む家族等介護者へ

の支援 

在宅寝たきり高齢者等寝具クリーニン

グ事業について 

 運用について、失禁が多い等認知症や他の疾患にも

対応した柔軟さが必要ではないか。 

 在宅寝たきり高齢者等寝具クリーニング事

業については、疾患にかかわらず障害高齢

者の日常生活自立度がＢ１以上の方を対象

としておりますので、ご理解ください。 

 

【基本施策４】 地域における包括的支援体制づくり 

ＮＯ 件数 ページ 素案の掲載事項 寄せられたご意見の概要 ご意見に対する市の考え方 

２３ １ ５３ 具体的な施策 

（１）地域課題解決に向けた包括的支

援体制の整備 

 

高齢者の日常生活の実態に即応した、包括的支援

を要する高齢者への対策が急務です。 

「課題解決に向けた関係機関とのネットワークの構築」

に向けた、目に見える具体的な内容を提示していただき

たい。 

地域包括支援センターが実施している地域

ケア会議等においてネットワークの構築等を

実施しており、継続して取り組んでまいりたい

と考えています。 

２４ １ ５３ 具体的な施策 

（１）地域課題解決に向けた包括的支

援体制の整備 

 具体的なものが見えてこない。 施策・事業として主な取組に掲載しておりま

すのでご参照ください。 
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２５ １ ５３ 具体的な施策 

（１）地域課題解決に向けた包括的支

援体制の整備 

 

高齢者のみではなく、障害や児童、他分野も取り込

んだ取り組みを始めていく必要があるのではないか。 

 

 

現状においても複合化する問題について、

地域包括支援センターを始め、関係機関と

連携しながら対応しております。今後もより

充実した取組にしてまいりたいと考えており

ます。   

２６ １ ５６ 具体的な施策 

（２）認知症施策の推進 

 

具体的なものが見えてこない。 

 

現在の取組に対する評価や様々なニーズを

把握しながら施策展開を図ってまいります。 

２７ １ ５６ 具体的な施策 

（２）認知症施策の推進 

主な取組 

 認知症初期段階等ではなかなか受診に結び付けるこ

とが困難なケースが多く、手遅れとなることも多いと聞

く。精神科の往診医を確保する事で、大きく認知症施策

は進むものと考える。 

医師会を含む、市内の医療・介護関係者、

関係団体との意見交換や協議を行ってまい

ります。 

２８ １ ５６ 具体的な施策 

（２）認知症施策の推進 

現在、取り組まれているほっとカフェ（認知症カフェ）

等第６期までの開設数や、これから各年度にどの程度

整備していくのか具体的目標値を明らかにされたい。ま

た、普及啓発は講演会～年○回予定する等、見込み数

を示してほしい。 

認知症カフェは第６期計画中９～11 か所

開設しております。認知症の方やその家族等

が参加しやすいよう各圏域１か所以上を目

標としております。また、普及啓発については

講演会や認知症サポーター養成講座等様々

あるため見込み数としてお示ししておりませ

んが、多くの機会を通じて認知症の理解を進

めてまいります。 
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２９ １ ５８ 具体的な施策 

（２）認知症施策の推進 

主な評価指標 

評価は数字だけなのだろうか？その方たちや場が本

来の目的・目標を理解し達成されるために示すもので

は？ 

計画の評価は一般の方にもわかりやすいよ

う、主に数値目標を使用しております。 

３０ １ ５９ 具体的な施策 

（３）在宅医療・介護連携の推進 

「とまこまい医療介護連携センター」が設置されたが、

その後在宅医療・介護の連携が見える形で地域の中に

浸透しているという印象が薄いように思われる。国民の

６割が終末期の自宅療養を希望している中、市民向け

の「出前健康講座」等の展開始め、積極的なリーチアウ

トの視点が今後益々重要になるのではないか。 

 苫小牧市がリーダーシップを発揮して、医療・介護連

携に対する一層きめ細やかな施策を講じていただきた

い。 

在宅医療と介護の連携にあたっては、高

齢者やその家族を含む地域住民の自宅療養

への理解が重要と考えておりますので、今後

も市民向けの啓発を継続していくよう、内容

や実施方法等検討してまいります。 

また、在宅医療・介護連携推進事業に係

る施策実施については、関係者の意見を参

考としながら、丁寧に検討してまいります。 

３１ １ ６１ 具体的な施策 

（４）高齢者虐待防止等の推進 

地域ケア会議等で検討した個別の困難ケース等につ

いて、その後の変化などをモニタリングする具体的ルー

ルや仕組みづくり、市民への啓蒙・啓発活動をどのよう

に展開していくのか。 

地域ケア会議のモニタリングについては、役

割分担の経過や関係団体への依頼内容、協

力体制等必ず確認するよう位置づけておりま

す。また、高齢者虐待対応支援マニュアルに

おいてもモニタリングの必要性等示しており

ます。関係者との連携を図り共通認識を深め

てまいります。また、市民への啓蒙・啓発につ

いては、現在地域包括支援センターが行って

おります研修会の他、効果的な周知方法の

検討を行ってまいります。 
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３２ １ ６１ 具体的な施策 

（４）高齢者虐待防止等の推進 

 高齢者虐待だけではなく、児童、障がい等とも共通部

分や独自部分の精査や連携がなされる取組が必要なの

ではないでしょうか？ 

 

ご意見のとおり、地域や関係機関等と積極

的に連携を図りながら対応してまいります。 

 

【基本施策５】 安心して暮らせる生活環境づくり 

ＮＯ 件数 ページ 素案の掲載事項 寄せられたご意見の概要 ご意見に対する市の考え方 

３３ １ ６２ 具体的な施策 

（１）高齢者の多様な住まいの確保 

苫小牧での家主不在等引き取り手のない空き家対策

や身寄りのない方の死後の事務委任契約事業等の取

組みはどうでしょうか？ 

 

空き家対策につきましては、平成３０年度

策定予定の空家等対策計画の中で、今後の

具体的な取組について検討してまいりたいと

考えております。 

３４ １ ６２ 具体的な施策 

（１）高齢者の多様な住まいの確保 

市営住宅等の改築時、１棟ごとに住民が集える交流

スペースを作ることで、コミュニティーが形成しやすくなる

のではないか。コミュニティーの形成が住民相互の助け

合いにつながっていくものと考える。 

市営住宅の整備を進めるにあたり、コミュ

ニティの維持・形成は重要と考えておりますの

で、地域全体としてどのような形で交流の場

を設けるのが適切か検討し、いただいたご意

見も参考にしながら、建替え等を進めてまい

りたいと思います。 

 


